
令和８年度 京田辺市消防職員採用試験案内  

 

 令和８年度京田辺市消防職員採用試験を次のとおり実施します。 

 

１ 試験実施職種、採用予定人数及び受験資格 

職 種 
採 用 予 定 

人 数 
受 験 資 格 

消 防 吏 員 
若 干

名 

平成１１年４月２日以降に生まれ、次の

身体的要件を満たす方 

① 矯正視力を含み、両眼で０．７以上、

一眼でそれぞれ０．３以上の視力がある

方。 

② その他消防の職務を遂行するうえで、

身体的な支障がない方。 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の各号のいずれか

に該当する方は、受験できません。 

 

２ 試験実施日、場所及び内容 

（１）第１次試験 

実施日 実 施 場 所 試験内容 

令和８年 

７月２５日(土) 

京 田 辺 市 

社 会 福 祉 

センター及び

中 央 公 民 館 

教養試験（２時間） 

 
※ 受付：午前９時００分から（試験開始：午前９時３０分から） 
※ 申込みの状況により実施場所や試験開始時刻を変更する場合がありま
す。この場合は、市ホームページでお知らせするものとし、受験者個別
には連絡しません。また、実施場所等の変更による遅刻や欠席について
も救済しませんので、十分ご注意ください。第２次試験以降も同様に取
り扱います。 

 

試験科目 内 容 

教養試験 
公務員として必要な一般的知識及び文章や資料を解

釈する能力に関する試験 

 



※ 受験者の学歴は問いませんが、学校教育法第１条に規定する大学、高
等専門学校、短期大学等を卒業予定の方、救急救命士法第３４条に規定

する救急救命士養成所において、高度な知識及び技術の習得を目指して
いる方、その他専門学校において専門的な技能の取得を目指し、その課
程を修了予定の方、若しくは、これらに準じる学力や社会人としての経
験（職歴）を有する方を想定した試験を行います。 

 

（２）第２次試験 

実施日及び実施場所 試験内容 

第１次試験合格者のみに 

文書で通知します。 
口述試験、消防適性検査、体力検査 

 

試験科目 内 容 

口述試験 職業適性のほか、職場適応性に関する試験 

消防適性検査 消防職員に必要な職業適性に関する検査 

体力検査 消防職員として必要な体力を備えているかを見ます。 

 
※ 試験の途中段階で欠席や棄権された場合は、「失権」となり、以降の試
験は受験できません。 

 
（３）第３次試験 

実施日及び実施場所 試験内容 

第２次試験合格者のみに文書

で通知します。 
個 別 面 接 

 

試験科目 内 容 

 

個 別 面 接 
人物、意欲、姿勢、公務員としての素養な

どを見ます。 

 

 

 



３ 試験結果の発表 

それぞれの試験結果に基づき、合格・不合格を決定し、文書により合格

者のみに通知します。 

また、京田辺市役所前の掲示場に合格者の受験番号を掲示するほか、本

市ホームページでも合格者の受験番号を掲示します。 

４ 合格から採用まで 

試験の最終合格者は、京田辺市消防長が作成する京田辺市消防職員採用

候補者名簿に登載し、必要に応じ、この名簿登載者から採用の決定を行い

ます。 

名簿登載有効期限は、令和１０年３月３１日までとします。 

 

５ 採用予定日 

令和９年４月１日以降 

 

６ 待遇 

（１） 給与（令和８年４月１日現在、地域手当込み） 

○初任給 

・大学卒者 ２５９，０００円 ・高専・短大卒者 ２４５，９００円 

・高校卒者 ２３２，３００円 

※ 職歴のある方や専門学校の課程を修了された方については、一定

の基準を満たす場合は、初任給額を調整する場合があります。 

※ 給与条例の改正に伴い、給与の額、期末勤勉手当の支給率は改め

られることがあります。 

○状況に応じて、扶養手当、住居手当、通勤手当等を支給します。 

○期末・勤勉手当は、（６月、１２月）に支給します。 

※ ただし、採用１年目の６月は、在職期間により支給率が減率され

ます。 

 

（２） 勤務時間等 

ア １週間あたりの勤務時間は週３８時間４５分です。 

イ 採用後、消防学校（全寮制）に入校し、約半年間、消防吏員として

の基礎的な教育訓練を受けていただきます。 

卒業後は、消防本部、消防署又は分署のいずれかに配属され、署、

分署に配属された場合は、原則として交替制勤務（泊まり勤務）とな



り、１当務１６時間の勤務となります。 

ウ 採用日以降は、京田辺市消防本部管内、又は本部所在地までの通勤

時間が概ね１時間以内の場所に居住するよう努めることとします。 

 

（３） 福利厚生 

京都府市町村職員共済組合や京都府市町村職員厚生会への加入によ

り、病気、けが、入院、結婚、出産などに対して給付金を受けられるほ

か、住宅や物品の購入、結婚、入学などに要する資金の貸付制度があり

ます。 

 

７ 受験申込手続等 

（１） 申込受付期間 

令和８年６月２９日（月）から令和８年 7 月３日（金）まで 

午前８時３０分から正午までと午後１時から午後５時１５分まで。 

（但し、最終日（３日）は午後８時まで） 

 

（２） 申込方法 

京田辺市消防本部消防総務課、消防署北部分署、井手分署及び宇治田

原 分 署 で 配 布 、 又 は 京 田 辺 市 ホ ー ム ペ ー ジ

(https://www.city.kyotanabe.lg.jp）からダウンロードした申込書（両

面印刷、※片面印刷しかできない場合は、両面印刷と同じ状態となるよ

う表面と裏面をのり等で貼り合わせ１枚にすること。）に必要事項を記入

し、申込前６か月以内に撮影した写真（正面・脱帽・上半身、縦４㎝×

横３㎝）を貼り、消防総務課へ、受験者本人が持参により提出してくだ

さい。（郵送や代理の方による提出は受け付けません。） 

※ 申込書の職歴欄については、非正規雇用も含めて現在までの全ての

経歴（パートタイム労働の場合は、週あたり勤務時間も記入）を記入

してください。（職歴には学生アルバイトは含みません） 

 

（３） 申込書の提出先及び採用試験の実施に関する問い合わせ先 

 京田辺市消防本部消防総務課（消防本部２階） 

 〒６１０－０３３１ 京田辺市田辺７８番地 

 電話 ０７７４－６３－７８２５ 

 



８ 申込書等の取扱い 

（１） 提出書類等により市が収集する個人情報は、採用試験及び職員の採用

に係る事務の目的以外には一切使用しません。 

（２） 提出された、申込書の返却はいたしません。 

 

９ 試験結果の開示 

試験の結果は、下記のとおり開示を請求することができます。 

但し、電話や郵便等による開示請求はできないので、受験票、運転免許

証・学生証等、本人確認書類を持参のうえ、直接、下記にお越しのうえ、

請求してください。 

 

開示請求 

できる方 
開示期間 開示内容 開示場所等 

不合格とな

った受験者

本人 

各試験段階

の合否結果

の通知発出

日の翌日か

ら２週間 

各試験段階

の受験者本

人の得点・

順位 

京田辺市消防本部 

消防総務課 

午前８時３０分から正午ま

でと午後１時から午後５時

１５分まで 

（土・日及び休日を除く。） 

 

 


